
　私用中に第三者の行為が原因でケガをした場合は、「第三者行為による傷病届」を提出いただくことにより、健康保険
で診療を受けることができます。

※被保険者数5人未満の法人役員の方の場合は、仕事中の負傷であっても健康保険を使用できるケースがあります。

提出書類等、詳細
についてはホーム
ページにてご確認
ください

　本来相手方（加害者）が払うべき治療費を、一時的に協会けんぽが立て替えて支払い、その後相手方に損害賠償請求
することになります。この請求に必要な事項を確認するため、「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。



〒920-8767　金沢市南町4-55　WAKITA金沢ビル9階
協会けんぽのメールマガジン
登録＆バックナンバーはコチラから

病気やケガなどによる従業員様の給付金申請手続きや、健康診断のご案内など、
協会けんぽからの最新情報を確実にお受け取りいただけるよう、社会保険事務の
ご担当者様をお届出いただいております。

協会けんぽ
マイナンバー専用ダイヤル

※マイナンバー制度やマイナンバーに関する一般的なお問い合わせは、国のマイナンバー総合フリーダイヤル（0120-95-0178）にお願いします。
※協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルは下記22か国語でのお問い合わせに対応しています。

対応
言語

費用は一切
かかりません

日常の業務に
支障のない

範囲での活動です


